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information

な
お
、
給
与
所
得
に
係
る
住
民
税
は

給
与
か
ら
の
特
別
徴
収
、
公
的
年
金
等

に
係
る
住
民
税
は
年
金
か
ら
の
特
別
徴

収
、
そ
の
他
の
所
得
に
係
る
住
民
税
は

普
通
徴
収
、
と
所
得
の
種
類
に
よ
っ
て

そ
れ
ぞ
れ
徴
収
方
法
が
分
か
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
す
べ
て
の
方
法
で
納
め

て
い
た
だ
く
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す

が
、
重
複
し
て
納
め
る
こ
と
に
は
な
り

ま
せ
ん
の
で
、
ご
承
知
お
き
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

総
務
部
税
務
課

住
民
税
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ

Ｑ
村
県
民
税
の
申
告
に
つ
い
て
通
知
が

届
き
ま
し
た
。
ど
う
し
た
ら
い
い
で

す
か
？

ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

年
金
か
ら
の
特
別
徴
収

４
月
１
日
現
在
６５
歳
以
上
の
方
の
う

ち
、
老
齢
基
礎
年
金
な
ど
の
公
的
年
金

等
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
は
、
そ
の
公

的
年
金
等
の
所
得
に
係
る
住
民
税
が
公

的
年
金
等
か
ら
特
別
徴
収（
天
引
き
）さ

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
な
お
、
障
害

年
金
や
遺
族
年
金
は
対
象
と
な
り
ま
せ

ん
。年

金
か
ら
の
特
別
徴
収
が
さ
れ
る
時

期
、
金
額
等
は
、
次
の
表
を
参
考
に
し

て
く
だ
さ
い
。
手
続
き
の
都
合
上
、
仮

徴
収
分
に
つ
い
て
は
算
出
さ
れ
た
税
額

よ
り
多
い
金
額
が
年
金
か
ら
天
引
き
さ

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
場
合
は

後
日
還
付
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

所
得
金
額
…
一
般
に
収
入
金
額
か
ら
必

要
経
費
を
差
し
引
い
た
金
額
で
す
。

所
得
控
除
…
扶
養
控
除
、
配
偶
者
控
除
、

社
会
保
険
料
控
除
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

税
額
控
除
…
調
整
控
除
、
配
当
控
除
、

外
国
税
額
控
除
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

●
納
税
の
方
法

村
民
税
と
県
民
税
を
あ
わ
せ
て
次
の

い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
納
税
し
ま
す
。

普
通
徴
収
…
役
場
か
ら
個
人
に
納
税
通

知
書
を
送
付
し
て
、
直
接
個
人
が
納

付
す
る
方
法
で
す
。
納
期
は
、
年
４

回（
６
月
・
８
月
・
１０
月
・
翌
年
１

月
）で
す
。
全
期
前
納
で
納
め
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。

特
別
徴
収
…
６
月
か
ら
翌
年
５
月
ま
で

の
１２
回
に
分
け
て
給
与
か
ら
天
引
き

さ
れ
、
給
与
支
払
者
が
給
与
所
得
者

に
代
わ
っ
て
納
め
る
方
法
で
す
。

※
特
別
徴
収
で
納
付
さ
れ
て
い
る
方
が
、

そ
の
年
の
途
中
で
会
社
を
辞
め
ら
れ

た
場
合
、
納
付
方
法
が
普
通
徴
収
に

変
更
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
本
人
が

希
望
さ
れ
る
場
合
、
ま
た
は
翌
年
１

月
１
日
以
降
に
退
職
さ
れ
た
場
合
は
、

未
納
税
額
が
給
与
か
ら
一
括
徴
収
さ

れ
ま
す
。

　

な
お
、
再
度
他
の
会
社
へ
就
職
さ
れ

た
場
合
で
も
申
し
出
が
な
け
れ
ば
、

特
別
徴
収
に
よ
る
納
付
は
で
き
ま
せ

　

納
期
限
内
の
納
付
に
ご
協
力
く
だ
さ

い
。

　

納
付
は
便
利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

個
人
住
民
税
に
つ
い
て

個
人
住
民
税
は
、
毎
年
１
月
１
日
に

そ
の
市
町
村
に
住
所
が
あ
る
か
、
あ
る
い

は
事
務
所
な
ど
が
あ
る
方
に
か
か
る
税

金
で
、
道
府
県
民
税
と
市
町
村
民
税
を

合
わ
せ
て
住
民
税
と
よ
ば
れ
て
い
ま
す
。

住
民
税
は
、
所
得
額
に
か
か
わ
ら
ず

一
定
の
額
を
負
担
す
る
均
等
割
、
所
得

金
額
に
応
じ
て
負
担
す
る
所
得
割
等
か

ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

税
の
お
知
ら
せ

6
月
の
納
税
等

村
県
民
税
／
前
納
・
第
1
期

保　
育　
料
／
6
月
分

納　
期　
限
／
7
月
2
日（
月
）

●均等割の税率
　県民税年額　2,000円
　�（あいち森と緑づくり税
500円および復興特別税
500円を含む）
　村民税年額　3,500円
　（復興特別税500円を含む）

●所得割の税率
　県民税 4％｝一律10％　村民税 6％
所得割の計算方法
（所得金額－所得控除額）×
10％
－税額控除額＝所得割額

今年度から特別徴収が開始される人

徴収
方法

普通徴収�
（自分で納付）

年金から特別徴収�
（天引き）

算出
方法

6月 8月 10
月

12
月 2月

それぞれ年税額の
1/4

それぞれ年税額の�
1/6

※�年金からの特別徴収の期割税額に100円未
満の端数が生じた場合、10月に加算します。

昨年度、年金から特別徴収されている人

徴収
方法

年金から特別徴収（天引き）

仮徴収 本徴収

算出
方法

4月 6月 8月 10月 12月 2月

それぞれ「前年度の
公的年金等に係る年
税額×1/2」を3等分
にした税額

それぞれ年税額から
4・6・8月分（仮徴収
税額）を差し引いて3
等分した税額

※�期割税額に100円未満の端数が生じた場合、仮
徴収は4月、本徴収は10月に加算します。



15 広報とびしま／2018年6月

う
基
準
は
、
所
得
税
の
場
合
で
す
。

●
問
合
せ
先

総
務
部
税
務
課

特
別
徴
収
に
ご
協
力
を

給
与
所
得
に
係
る
住
民
税
の
徴
収
方

法
で
、
毎
月(

６
月
か
ら
翌
年
５
月
ま

で)

の
給
与
か
ら
天
引
き
に
よ
る
納
税

制
度
で
す
。
地
方
税
法
等
の
規
定
に
よ

り
、
給
与
所
得
に
係
る
住
民
税
は
特
別

徴
収
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

納
税
者
の
方
々
の
利
便
性
の
向
上
お

よ
び
納
税
の
公
平
を
図
る
た
め
、
今
ま

で
普
通
徴
収
で
あ
っ
た
方
に
つ
い
て
も

特
別
徴
収
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の

で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま

す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

●
納
税
者
の
メ
リ
ッ
ト

・
毎
月
の
給
与
か
ら
天
引
き
さ
れ
る
た

め
、
納
め
忘
れ
が
な
く
な
り
ま
す
。

・
納
税
の
た
め
に
金
融
機
関
等
に
行
く

手
間
が
省
け
ま
す
。

・
年
４
回
払
い
の
普
通
徴
収
よ
り
も
、

年
１２
回
払
い
の
特
別
徴
収
の
方
が
１

回
当
た
り
の
負
担
が
少
な
く
て
済
み

ま
す
。

●
問
合
せ
先

総
務
部
税
務
課

今
年
の
６
月
に
納
税
通
知
書
が
届
き

ま
し
た
。
ど
う
し
て
で
し
ょ
う
か
。」

Ａ
給
与
収
入
が
９３
万
円（
合
計
所
得

２８
万
円
）を
超
え
る
と
、
あ
な
た
が

扶
養
親
族
で
あ
る
か
に
関
わ
ら
ず
課

税
さ
れ
ま
す
。

あ
な
た
の
前
年
の
給
与
所
得
は
、
給

与
収
入
９８
万
円

－

給
与
所
得
控
除
額

６５
万
円
＝
給
与
所
得
３３
万
円
と
な
り

ま
す
。
村
県
民
税
は
、
あ
な
た
に
扶

養
親
族
等
が
い
な
い
場
合
、
前
年
の

合
計
所
得
金
額
が
２８
万
円（
給
与
収

入
９３
万
円
）を
超
え
る
と
均
等
割
額

が
課
税
さ
れ
ま
す
。
あ
な
た
の
合
計

所
得
金
額
は
３３
万
円
で
す
か
ら
均
等

割
額
が
課
税
さ
れ
、
納
税
通
知
書
を

お
送
り
い
た
し
ま
し
た
。
ま
た
、
税

金
が
か
か
ら
な
い
１
０
３
万
円
と
い

「
私
は
昨
年
収
入
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ

で
も
、
何
か
手
続
き
は
必
要
で
す
か
。」

「
私
は
主
人（
ま
た
は
親
等
）の
扶
養

親
族
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
で

も
何
か
手
続
き
は
必
要
で
す
か
。」

Ａ
扶
養
親
族
と
な
っ
て
い
て
、
収
入
が

な
く
て
も
申
告
が
必
要
で
す
。

あ
な
た
自
身
が
非
課
税
か
課
税
か
の
判

断
を
す
る
た
め
に
、
申
告
が
必
要
で
す
。

申
告
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
国
民
健

康
保
険
税
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
、
介
護
保
険
料
、
保
育
料
が
正
し

く
算
定
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
所
得
証
明
書
や
非
課
税
証
明

書
を
必
要
と
さ
れ
る
方
は
、
証
明
書

の
発
行
が
で
き
ま
せ
ん
。

Ｑ
村
県
民
税
は
い
く
ら
の
収
入
か
ら
課

税
さ
れ
ま
す
か
？
扶
養
親
族
に
な
っ

て
い
て
も
課
税
さ
れ
る
の
で
す
か
？

「
私
の
昨
年
の
収
入
は
パ
ー
ト
で

９８
万
円
あ
り
、
そ
の
他
の
収
入
は

あ
り
ま
せ
ん
。
パ
ー
ト
収
入
が

１
０
３
万
円
を
超
え
な
い
限
り
、
税

金
は
非
課
税
に
な
る
と
聞
い
て
い
た

が
、
今
年
の
６
月
に
村
県
民
税
の
納

税
通
知
書
が
自
宅
に
送
ら
れ
て
き
ま

し
た
。
ど
う
し
て
で
し
ょ
う
か
。」

「
私
の
昨
年
の
収
入
は
ア
ル
バ
イ
ト

で
９８
万
円
あ
り
、
主
人（
ま
た
は
親

等
）の
扶
養
親
族
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、

飛島村内犯罪状況（30年4月）
区分 空き巣 忍込み 居空き 事務所荒らし 出店荒らし
4月 1 0 0 0 0
1～4月 2 1 1 0 0
区分 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 ひったくり 車上ねらい
4月 0 0 0 0 0
1～4月 0 0 0 0 3
区分 部品ねらい 自販機ねらい 万引き その他
4月 2 0 0 2
1～4月 4 0 1 5

収入 
（所得換算後）

所得税 村県民税
所得割額 均等割額 所得割額

９３万円以下�
（２８万円以下）

非課税
非課税

非課税

９３万円超１００万円以下�
（２８万円超３５万円以下）

課税する
場合がある

１００万円超１０３万円以下�
（３５万円超３８万円以下）

課税する
場合がある

１０３万円超１４１万円未満�
（３８万円超７６万円未満）課税する

場合がある１４１万円以上�
（７６万円以上）


